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○川口市病院事業契約規程 

平成18年４月１日病院事業管理規程第20号 

改正

平成20年３月31日病院事業管理規程第11号 

平成21年５月30日病院事業管理規程第３号 

平成26年６月19日病院事業管理規程第５号 

平成27年４月１日病院事業管理規程第６号 

平成31年３月13日病院事業管理規程第２号 

令和２年３月９日病院事業管理規程第10号 

令和３年３月16日病院事業管理規程第11号 

令和５年３月22日病院事業管理規程第６号 

令和６年３月13日病院事業管理規程第４号 

川口市病院事業契約規程 

（趣旨） 

第１条 川口市病院事業の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、

この規程の定めるところによる。 

（競争入札の参加者の資格） 

第２条 一般競争入札又は指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加しようとする者は、

次に掲げる資格要件を備えていなければならない。ただし、病院事業管理者（以下「管理者」と

いう。）において適当と認める者であるときは、この限りでない。 

(１) 直接国税を納付していること。 

(２) 建設業法（昭和24年法律第100号）の適用を受ける建設工事にあっては、同法の許可を受け

建設業を営んでいること。 

２ 管理者は、必要があると認めるときは、競争入札の参加者に対し、経営の規模及び状況につい

て、前項各号に掲げるもののほかに必要な資格要件を定めることができる。 

（指名競争入札の参加者の指名） 

第３条 管理者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、川口市契約に関する規則

（昭和39年規則第14号）第３条第４項に規定する有資格者名簿（以下「有資格者名簿」という。）

に登載された者のうちから、別に定める基準により参加者を指名しなければならない。 

（入札の公告及び見積期間） 
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第４条 一般競争入札に付する場合は、入札期日の７日前（緊急を要する場合においては５日前）

までに、入札に必要な事項を公告しなければならない。ただし、次項第３号から第５号までに規

定する期間の契約にあっては、当該各号に規定する期間以上の公告期間を置かなければならない。 

２ 建設業法の適用を受ける建設工事の見積期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める期間とする。ただし、特別の事由があるものについては、管理者において、これを短縮する

ことができる。 

(１) １件の予定価格が1,000,000円未満の工事 １日以上 

(２) １件の予定価格が1,000,000円以上5,000,000円未満の工事 ３日以上 

(３) １件の予定価格が5,000,000円以上50,000,000円未満の工事 10日以上 

(４) １件の予定価格が50,000,000円以上100,000,000円未満の工事 15日以上 

(５) １件の予定価格が100,000,000円以上の工事 20日以上 

（一般競争入札の参加手続） 

第５条 一般競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ、管理者に対し当該入札に参加する資

格を有する者であるかどうかの審査の申請をしなければならない。ただし、管理者が、当該入札

に係る契約の性質又は目的その他特別な事情により審査の必要がないと認めるときは、この限り

でない。 

２ 代理人により一般競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ、その権限を証する書面を提

出しなければならない。 

（入札保証金） 

第６条 競争入札に参加しようとする者は、見積金額の100分の５以上の額の入札保証金を納付しな

ければならない。 

２ 入札保証金に代用させる場合の担保は、次のとおりとする。 

(１) 国債又は地方債の証券 

(２) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券 

(３) 銀行、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫の発行する債券 

(４) 銀行等（銀行又は管理者が確実と認める金融機関（出資の受入れ、預り金及び金利等の取

締りに関する法律（昭和29年法律第195号）第３条の金融機関をいう。）をいう。以下同じ。）

が振り出し、又は支払保証をした小切手 

(５) 銀行等が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 

(６) 銀行等に対する定期預金債権 
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３ 前項第１号から第３号までに掲げる証券は、無記名式とする。 

４ 第２項第６号に掲げる定期預金債権を担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定さ

せ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書

面を提出させるものとする。 

５ 第２項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 第１号から第３号までに定める証券 額面金額又は登録金額（発行価額が額面金額又は登

録金額と異なるときは、発行価額） 

(２) 第４号から第６号までに定める証券又は債権 小切手金額、手形金額又は債権金額 

６ 入札保証金には、利子を付さない。 

（入札保証金の減免） 

第７条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を減額し、又は免除するこ

とができる。 

(１) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契

約を締結したとき。 

(２) 一般競争入札に参加しようとする者が、過去２年間に国若しくは地方公共団体又はこれら

の公社若しくは公団と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって誠実に履行し

た実績を有し、かつ、その者が落札後契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる

とき。 

(３) その他落札後契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

（入札保証金の還付） 

第８条 入札保証金は、落札者に対しては契約締結後、その他の者に対しては開札後落札者が決定

した後、これを還付する。 

２ 入札保証金は、契約保証金に充当することができる。 

（担保の提供で代用した入札保証金の処分） 

第９条 担保の提供で代用した入札保証金が市の所有に属することとなったときは、適宜の方法に

よりこれを処分し精算する。 

２ 前項の処分方法及びその価格については、何人も異議を申し立てることができない。 

（競争入札の予定価格） 

第10条 管理者は、競争入札により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、競争入札に付す
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る事項に関する仕様書、設計書等により予定価格を定め、当該予定価格を記載した書面（以下「予

定価格書」という。）を作成の上、これを封書にしなければならない。 

２ 予定価格書は、開札の際これを開札場所に据え置かなければならない。 

３ 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一

定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の場合においては、単価についてそ

の予定価格を定めることができる。 

４ 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の

難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。 

（調査基準価格等） 

第10条の２ 管理者は、必要があるときは、あらかじめ、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。

以下「令」という。）第167条の10第１項又は第167条の10の２第２項（これらの規定を令第167

条の13において準用する場合を含む。）に規定する場合に該当するかどうかについての調査を行

うための基準となる価格（以下「調査基準価格」という。）を定めることができる。 

２ 管理者は、調査基準価格又は令第167条の10第２項に規定する最低制限価格（以下「最低制限価

格」という。）を定めたときは、予定価格書に記載するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、調査基準価格及び最低制限価格に係る手続その他必要な事項は、

管理者が別に定める。 

（入札の方法） 

第11条 入札をしようとする者は、入札書に必要事項を記入し、記名の上、入札保証金を要するも

のについては、その領収書を添付して、管理者の定める時限までに入札をしなければならない。 

２ 代理人が入札をしようとするときは、委任状を提出しなければならない。 

（電磁的方法による入札の特例） 

第12条 前条の規定にかかわらず、競争入札については、電磁的方法（市の使用に係る電子計算機

と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法

をいう。以下同じ。）により行うことができる。 

２ 前項に規定する電磁的方法により行うこととしたものに係る手続その他必要な事項については、

管理者が別に定めるものとする。 

（入札の変更） 

第13条 管理者が必要と認めるときは、入札を延期し、停止し、又は中止することができる。 

２ 管理者は、入札に不正があると認めるときは、入札を取り消すことができる。 
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３ 前２項の場合において、入札者が損失を受けることがあっても、市はその責めを負わない。 

（入札の無効） 

第14条 次に掲げる入札は、無効とする。 

(１) 入札資格がない者の入札 

(２) 入札保証金が所定の額に達していない者の入札 

(３) 入札者の記名がない入札 

(４) 同一の入札について、入札者又はその代理人によりなされた２以上の入札 

(５) 金額その他主要部分が不明確な入札 

(６) その他入札に関する条件に違反した入札 

（落札者からの入札の取消し） 

第15条 落札者が契約締結前に入札の取消しを申し出たときは、再入札を行う。この場合において

は、第４条の規定によらないことができる。 

２ 前項の規定による申出が開札後直ちになされたときは、時宜により、次位の入札を落札とする

ことができる。ただし、この場合の落札金額は、取り消した当初の落札者の落札金額と同額とす

る。 

（落札者の義務） 

第16条 落札者は、落札の通知を受けた日から７日以内に契約を締結しなければならない。ただし、

管理者が特別の事情があると認めたときは、管理者が指定する期日までに契約を締結するものと

する。 

２ 前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。 

３ 工事請負の落札者は、指定期間内に請負工事費内訳明細書その他管理者が指定する書類を提出

しなければならない。 

（随意契約によることができる額） 

第17条 地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第21条の13第１項第１号の管理規程で定め

る額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。 

(１) 工事又は製造の請負 1,300,000円 

(２) 財産の買入れ 800,000円 

(３) 物件の借入れ 400,000円 

(４) 財産の売払い 300,000円 

(５) 物件の貸付け 300,000円 
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(６) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円 

（随意契約の内容等の公表の手続） 

第18条 管理者は、地方公営企業法施行令第21条の13第１項第３号又は第４号の規定により随意契

約をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。 

(１) 契約の発注見通し 

(２) 契約の内容 

(３) 契約の相手方の選定基準 

(４) その他必要な事項 

２ 前項の規定により公表した契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。 

(１) 契約に係る物品又は役務の名称 

(２) 契約の相手方の氏名又は名称 

(３) 契約の相手方とした理由 

(４) その他必要な事項 

（随意契約の相手方の選定） 

第18条の２ 管理者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、有資格者名簿に登載され

た者のうちから、別に定める基準により契約の相手方を選定しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、管理者は、随意契約によろうとする契約の性質又は目的その他特別

な事情により有資格者名簿に登載されていない者を契約の相手方として選定する必要があると認

めるときは、別に定める手続に従い当該者を選定することができる。 

（随意契約の予定価格） 

第18条の３ 第10条（第２項を除く。）の規定は、随意契約により契約を締結しようとする場合に

ついて準用する。 

２ 前項において準用する第10条第１項の規定による予定価格の設定は、次の各号に掲げる場合に

おいては、当該随意契約に係る予算を執行することについての決裁を受けたことをもって、当該

決裁において決定した金額で予定価格を定めたものとみなすことができる。この場合において、

管理者は、予定価格書の作成を省略することができる。 

(１) 予算を執行しようとする額が第17条各号に掲げる契約の種類に応じて当該各号に定める額

以下であるとき。 

(２) 法令に基づいて価格が定められていることその他特別の理由により特定の価格によらなけ

れば契約を締結することが不可能又は困難であると認められるとき。 
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(３) 価格交渉により契約金額を決定する必要があるときその他特別な事情があるとき。 

（見積書の徴取） 

第18条の４ 管理者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、第18条の２の規定により

選定した２人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当

するときは、１人の者からの見積書の徴取で足りるものとする。 

(１) 物品の購入、印刷又は備品修繕で１件の予定価格が50,000円以下のとき。 

(２) 定期刊行物及び継続的購読に係る新聞等を購入するとき。 

(３) 非常災害時において緊急を要する物品を購入するとき。 

(４) その他管理者が契約の性質又は目的により、２人以上の者から見積書を徴する必要がない

と認めたとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、見積書の徴取を省略することができる。 

(１) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。 

(２) 単価契約を締結したものに係る物品を購入するとき。 

(３) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙等見積書を徴することが適当でないものを購入するとき。 

(４) その他管理者が見積書を徴することが適当でないと認めたとき。 

（電磁的方法による随意契約の特例） 

第19条 第12条の規定は、随意契約について準用する。 

（契約書の作成等） 

第20条 管理者は、競争入札により落札者を決定し、又は随意契約の相手方を決定したときは、当

該契約の締結につき、契約書を作成するものとする。 

２ 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により

該当のない事項については、この限りでない。 

(１) 契約の当事者 

(２) 契約の目的 

(３) 契約金額 

(４) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所 

(５) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法 

(６) 契約保証金 

(７) 監督及び検査 

(８) 履行遅延その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追
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完、代金の減額及び契約の解除 

(９) 危険負担 

(10) 契約に関する紛争の解決方法 

(11) その他必要な事項 

（契約書の作成を省略することができる場合） 

第21条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。 

(１) 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約で、その契約金額が

第17条各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める金額を超えないとき。 

(２) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。 

２ 管理者は、前項第１号の規定により契約書の作成を省略する場合においては、特に軽微な契約

を除き、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。 

（契約保証金） 

第22条 市（管理者の権限に係る事項に限る。）と契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上

で管理者の定める額（単価契約にあっては、管理者がその都度定める額）の契約保証金を納付し

なければならない。 

２ 契約保証金に代用させる場合の担保は、次のとおりとする。 

(１) 第６条第２項各号に掲げるもの 

(２) 銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号。以下「保証事

業法」という。）第２条第４項に規定する保証事業会社（以下「保証事業会社」という。）の

保証 

３ 第６条第３項から第６項までの規定は、契約保証金について準用する。 

４ 第２項第２号に掲げる担保の価値は、その保証する金額とする。 

（契約保証金の減免） 

第23条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金を減額し、又は免除するこ

とができる。 

(１) 契約の相手方が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 

(２) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 

(３) 一般競争入札による契約を締結する場合において、契約の相手方が、過去２年間に国若し

くは地方公共団体又はこれらの公社若しくは公団と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回

以上にわたって誠実に履行した実績を有し、かつ、契約締結後契約を履行しないこととなるお
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それがないと認められるとき。 

(４) 指名競争入札による契約又は随意契約による契約を締結する場合において、契約の相手方

が契約締結後契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

(５) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が直ちに納付されるとき。 

（損害賠償への充当） 

第24条 契約保証金は、契約において特別の定めをする場合のほか、契約に伴う一切の損害賠償に

充当する。この場合において、なお、予定金があるときは、その金額を追徴するものとする。 

（契約保証金の還付） 

第25条 契約保証金は、その債務が履行された後還付する。ただし、契約においてその全部又は一

部を保留したときは、この限りでない。 

（契約の解除） 

第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約を解除することができる。 

(１) 契約を履行しないとき又は契約期間内に履行の見込みがないとき。 

(２) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。 

(３) 契約の履行に際し、当該係員の指揮監督に従わず、又はその職務を妨害したとき。 

(４) その他契約事項に違反したとき。 

２ 前項の規定による契約の解除については、管理者は、損害賠償を請求することができる。 

（履行期限の延期の承認） 

第27条 非常災害その他正当な事由により、履行期限内に契約の履行を完了することができないお

それがあるときは、請負人又は調達人は、直ちにその理由を付し、履行期限の延期を求めなけれ

ばならない。 

２ 管理者は、前項の規定による請求があったときは、その事実を調査し、正当な事由があると認

めるときは、相当の期間をもって履行期限を延期することができる。 

（違約金） 

第28条 請負人又は調達人が履行期限又は履行期間内に債務を履行しないときは、遅延日数に応じ、

未納部分若しくは未済部分の価格又は契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和

24年法律第256号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た金額を違約金

として、別に定める基準により徴収するものとする。ただし、違約金の総額が100円に満たないと

きは、この限りでない。 

（違約金の控除） 
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第29条 前条の規定により請負人又は調達人が違約金を指定する期日までに納付しないときは、管

理者は、支払代金からこれを控除することができる。 

（監督又は検査） 

第30条 管理者は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を

締結したときは、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の２第１項の規定に基づき、その職

員に監督又は検査を行わせるものとする。 

２ 管理者は、前項の監督又は検査について、これを市長に依頼することができる。 

（監督員の一般的職務） 

第31条 前条の規定により監督を行う職員（以下「監督員」という。）は、必要があるときは、請

負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成

し、又は請負人が作成したこれらの書類を審査するものとする。 

２ 監督員は、請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行の途中における工事、製造等に

使用する材料の試験又は検査その他の方法により監督をし、請負人に必要な指示をするものとす

る。 

３ 監督員は、監督の実施に当たっては、請負人の業務を不当に妨げることのないようにするとと

もに、監督によって知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項を他に漏らしてはなら

ない。 

（検査員の一般的職務） 

第32条 第30条第１項及び第２項の規定により検査を行う職員（以下「検査員」という。）は、請

負契約に係る給付の完了を確認するため、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、

かつ、必要に応じ当該契約に係る請負人及び監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検

査をするものとする。 

２ 検査員は、請負契約以外の契約に係る給付の完了を確認するため、契約書その他の関係書類に

基づき、当該給付の内容及び数量について検査をするものとする。 

３ 前２項の場合において、検査員が特に必要があると認めるときは、一部を取り壊し、分解し、

又は試験して検査をすることができる。 

（工事の監督又は検査） 

第33条 前２条に規定するもののほか、工事の請負に係る監督及び検査については、それぞれ川口

市工事監督規則（昭和41年規則第19号）及び川口市工事検査規則（昭和41年規則第18号）の例に

より行うものとする。 
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（前金払） 

第34条 保証事業法第２条第１項に規定する公共工事（以下「公共工事」という。）については、

管理者が財政上支障がないと認めた場合に限り、当該公共工事の請負人に対し、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において、川口市病院事業会計規程（平成18年病院

事業管理規程第19号）第37条第３号の規定による前金払をすることができる。ただし、前払金の

額は、管理者が特に必要と認める場合を除くほか、第１号に掲げるものにあっては200,000,000

円、第２号に掲げるものにあっては20,000,000円を限度とする。 

(１) 公共工事のうち土木建築に関する工事（土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木

建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。）で契約金額が

3,000,000円以上のもの 当該契約金額の10分の４を超えない額 

(２) 公共工事のうち土木建築に関する工事（土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木

建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に限る。）又は測量で契約金額

が3,000,000円以上のもの 当該契約金額の10分の３を超えない額 

２ 前項第１号に規定する工事であって、次の要件に該当するものについては、同項の規定により

前金払を受けた請負人に対し、同項の規定により既にした前金払に追加して前金払をすることが

できる。この場合において、追加してする前金払の割合は、当該契約金額の10分の２を超えない

範囲内とし、かつ、当該追加して支払う前払金の額は、100,000,000円を限度とする。 

(１) 工期の２分の１を経過していること。 

(２) 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係

る作業が行われていること。 

(３) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の２分の１以上の額に相当する

ものであること。 

(４) 前項の規定による前払金が支出済であること。 

３ 前払金の支払を受けようとする請負人は、保証事業会社の保証証書を管理者に提出しなければ

ならない。 

４ 前金払をした後に、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、変更後の

契約金額が変更前の契約金額を著しく増減したときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加

払し、又は返還させることができる。 

５ 前払金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前払金を返還

させるものとする。 
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(１) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。 

(２) 市との間の契約が解除されたとき。 

(３) 前払金を当該前払金に係る公共工事に必要な経費以外の経費の支払に充てたとき。 

（代価の支払） 

第35条 工事の既成部分（工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場にある工場製品（監督員の

検査に合格したものに限る。）を含む。以下この条において同じ。）又は物品の既納部分に対し

ては、完済前にその代価の一部又は全部を支払うことができる。 

２ 前項の場合における支払額は、工事についてはその既成部分に対する代価の10分の９（継続費

に係るものにあっては、10分の10）、物品についてはその代価の額を超えることができない。 

３ 前条の規定により前金払をした工事について、第１項の規定により部分払をするときは、工事

の既成部分に相応する請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金額を控除した額に、

10分の９から前払金額の請負代金額に対する割合を控除した値を乗じて得た額を支払うものとす

る。ただし、継続費に係るものにあっては、工事の既成部分に相応する請負代金相当額から、前

払金額に出来高率（工事の既成部分に相応する請負代金相当額の請負代金額に対する割合をい

う。）を乗じて得た額及び既に支払った部分払金の額を控除した額を限度として支払うことがで

きる。 

４ 部分払の支払回数は、次に掲げる回数以内とする。ただし、管理者が特別の事由があると認め

るときは、この限りでない。 

(１) 契約金額が2,000,000円以上5,000,000円未満の場合 １回 

(２) 契約金額が5,000,000円以上10,000,000円未満の場合 ２回 

(３) 契約金額が10,000,000円以上30,000,000円未満の場合 ３回 

(４) 契約金額が30,000,000円以上の場合 30,000,000円を超える金額につき30,000,000円まで

の金額を増すごとに前号の回数に１を加えた回数 

５ 部分払の支払請求は、管理者が必要と認めて承認した場合を除き、毎月１回を超えることがで

きない。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第36条 契約から生ずる権利は、第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならな

い。ただし、管理者の承認を得た場合は、この限りでない。 

附 則

この規程は、平成18年４月１日から施行する。 
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附 則（平成20年３月31日病管規程第11号） 

この規程は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年５月30日病管規程第３号） 

この規程は、平成21年６月１日から施行する。 

附 則（平成26年６月19日病管規程第５号） 

この規程は、平成26年７月１日から施行する。 

附 則（平成27年４月１日病管規程第６号） 

この規程は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月13日病管規程第２号） 

この規程は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月９日病管規程第10号） 

（施行期日） 

１ この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程による改正後の川口市病院事業契約規程の規定は、この規程の施行の日以後に締結す

る契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 

附 則（令和３年３月16日病管規程第11号） 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第６条第２項第３号の改正規定は、公布

の日から施行する。 

附 則（令和５年３月22日病管規程第６号） 

（施行期日） 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程による改正後の川口市病院事業契約規程の規定は、この規程の施行の日以後に締結す

る契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 

附 則（令和６年３月13日病管規程第４号） 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 


